
（様式１） 

予備検討結果報告書 

 

事業担当課 警察本部会計課 

導入検討対象事業の名称  館山警察署庁舎整備事業 

１．事業の概要 

 

(1)用途・目的等 

館山警察署庁舎は、館山市、南房総市及び安房郡鋸南町の治

安維持を目的とした施設である。 

建築後４５年が経過し老朽化、狭隘化が著しく、敷地が狭いことに

よる慢性的な駐車場不足が発生していることから、再整備を行う。 

新たな館山警察署庁舎は、治安維持、災害発生時の活動拠点と

しての役割に加え、館山バイパスに面する立地条件から、現場急行

の利便性が向上するほか、地域住民、観光客からもわかりやすい

立地となる。 

(2)整備予定場所 館山市北条６１１（旧安房南高校敷地内） 

(3)施設規模 
庁舎：鉄筋コンクリート造 5 階建 延べ面積 4,284.94 ㎡ 

車庫：鉄筋コンクリート造 2 階建 延べ面積  876.25 ㎡ 

(4)施設稼動期間 20 年 

(5)県民の利用の有無 有り ・  無し    

(6)利用料金等の徴収 有り ・  無し    

(7)費用調達手段 
設計（起債 75％、一財 25％） 

工事（補助 50％、起債 45％、一財 5％） 

(8)契約予定時期 平成 32 年度（平成 30 年度導入可能性調査） 

(9)建設・整備期間 平成 33 年度から平成 35 年度 

(10)供用開始予定時期 平成 36 年度 

２．導入検討対象事業の要件 

 (1)施設の種類（※1） 建築物 

(2)事業規模（※2） ●●円 施設整備費（設計費＋建設費） 

(3)その他特記事項 

(1)及び(2)に該当しない事業を候補

とする場合の理由等 

 

 － 

３．予備検討結果 

 (1)ＰＦＩの適性確認 ① 法制度 

   ＰＦＩ事業を導入する上での法制度上の問題は認められな

いが、捜査活動上の秘匿性などについて配慮を要する。 

② 公共性・公益性の担保 

   ＰＦＩを導入しても公共性・公益性の担保は可能である。 

 



③ 財政面 

   予算の平準化が図れる。 

④ 補助金摘要面 

   警察法第３７条第３項の規定により、国が経費の一部を補助

することとされている。 

⑤ 警察署適用検討事例 

平成２４年度に完成した勝浦警察署のＰＦＩ導入可能性調査

結果において、次のとおり同事業に適していないと結論づけら

れている。 

○ セキュリティー上の制限がある。 
○ 立地上、民間施設との併合は難しい。 
○ 他の警察署との複合化は難しい。 
○  維持管理、運営面での比重が低く、民間のノウハ

ウを非常に発揮しづらい。 
○ 事業規模が小さく、民間の創意工夫の余地が限定

され、VFM が見込めない。 
以上により、PFI に適さない事業である。 

(2)定量的確認結果概要 

（詳細は様式２参照） 

VFM 無し（1.1 億円 4．2％） 

(3)定性的確認結果概要 ① 警察署庁舎は、警察行政を行うための施設であり、ＰＦＩ事業

による公共サービスの向上を図るべき事業ではない。また、独

立採算業務の範囲が限られ、ＶＦＭは期待できない。 

② 警察の責務は、警察法第２条により、定められている。また、 

警察署は、警察職員、一般来庁者及び被留置人の導線を整

理して建設されており、設計上の制約があるなど、事業範囲が

制限される。 

④ 取り扱う業務内容の機密性が極めて高い。 

以上により、委託可能な事業は維持管理等に限定され、そ

のエリアも制限される。さらに業務内容の機密性が極めて高い

ため、民間事業者の創意工夫の余地が少なく、民間事業者の

参入の必要性は極めて低いと認められる。 

事業担当課における検討結果 

警察署庁舎の運営は、 

○ 独立採算業務の範囲が限られること。 

○ 警察行政を行うための施設であり、同行政サービス以外の

公共サービスの向上を図るべき事業ではないこと。 

○ 各種公共サービスを求めることにより、捜査活動上の秘匿性

などが阻害されるおそれがあること。 

等のことを考慮すると、警察署庁舎の整備は、ＰＦＩ事業になじま

ないものと考えられ、館山警察署については従来型により建設

することとしたい。 

※１ 「建築物」、「プラント」、「利用料金徴収施設」のいずれかを記入 
※２ 「施設整備費（設計費＋建設費）」又は「単年度の維持管理費・運営費」のいずれかとその金額を記入 

 

 



（様式３） 

ＰＦＩ導入検討調書 

 

事業担当課 警察本部 会計課   

ＰＦＩ導入検討対象事業の名称 館山警察署庁舎整備事業 

１．施設の概要 

 ①内容  

ⅰ）用途・目的等 

 

館山警察署庁舎は、館山市、南房総市及び安房郡鋸南町の治

安維持を目的とした施設である。 

築４５年が経過し老朽化、狭隘化が著しいため、再整備を行い円

滑な警察活動を推進する。 

新たな館山警察署庁舎は、治安維持、災害発生時の活動拠点と

しての役割に加え、館山バイパスに面する立地条件から、現場急

行の利便性が向上するほか、地域住民、観光客からもわかりやす

い立地となる。 

ⅱ）種類 公共施設 

ⅲ）性格 移転建替 

ⅳ）整備予定場所 館山市北条６１１（旧安房南高校敷地内） 

ⅴ）施設規模 庁舎棟：鉄筋コンクリート造 5 階建 延床面積約 4,284.94 ㎡ 

倉庫棟：鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積約 876.25 ㎡ 

ⅵ）施設の主たる利用者 県民 

ⅶ）施設利用に伴う料金等の徴収 なし 

ⅷ）所要見込み額 ●●円 

②立地予定地の所有関係 県有地 

③想定されるスケジュール  

ⅰ）従来方式で実施した場合 

 

H30 年度 基本設計 

H31 年度 実施設計 

H32-33 年度 建設工事 

H34 年度 供用開始 

 

ⅱ）ＰＦＩを導入した場合 

 

H30 年度 導入可能性調査 

H31 年度 特定事業の選定手続き等 

H32 年度 民間事業者の応募及び選定等 

H33-35 年度 PFI 事業の実施 

       （H33 年度 設計業務 H34-35 年度 建設工事） 

H36 年度 供用開始 

  



 

２．導入可能性の検討 

 ① 同種の先行事例の状況 警察署庁舎整備で PPP/PFI を活用した先行事例は、警視庁

原宿警察署の１事例のみでありその他の警察署庁舎建設にお

いて PPP/PFI を活用した事例はない。 

原宿警察署は、「神宮前一丁目民活再生プロジェクト」とし

て、敷地面積 24,177.79 ㎡都有地に、警察署の他、商業施設・

住居等の民間施設など、民間の活力を求め、都有地の有効活

用及び地域の活性化を図る目的で一体的に整備された。 

 

平成２０年度ＰＦＩ施策推進会議においては、勝浦警察署の

新築工事についてＰＦＩ導入検討を行ったが、以下のような評価

によりＰＦＩの導入可能性が低く、従来手法による整備を実施し

た。 

○ 警察署は、運営を民間事業者に委ねることはできない。

委託業務は維持管理等に限られるため、民間活用による

公共サービスの著しい向上は見込めない。 

○ 警察署の利用動線は一般来客者、職員の他、相談者、

被留置者等、プライバシーに配慮した動線処理の必要が

あるほか、警察署内には留置施設等の設計基準があるた

め、仕様発注が多く、ＰＦＩの性能発注要素及び民間事業

者の創意工夫の余地が少ない。 

○ ＶＦＭは６．８％。警察署は事業規模が小さくＶＦＭが見

込めない。 

 

館山警察署は勝浦警察署と建物用途は同じであり、地域性

や規模も似ているため、同様の理由により、ＰＦＩの導入可能性

は低いと考えられる。 

 

②事業を実施する必要性があるか 

 

現在の館山警察署庁舎は、建築後４５年が経過しており、施

設の老朽化、狭隘化が著しいほか、駐車場の慢性的な不足、

被疑者取調室に空調設備が設置されていないなど、日々の警

察活動に支障を来しているため、早期に対応を図る必要が生じ

ている。 

 

③スケジュール的に問題はないか 

 

従来方式で実施した場合は、供用開始が最短で平成３４年

度となるが、ＰＦＩを導入した場合、供用開始が最短で平成３６年

度となる。 

よってＰＦＩ方式を導入した場合、竣工が少なくとも２年遅れる

ことから、スケジュールに問題がある。 

 



④制度面及び公共性等において障

害はないか 

 

ⅰ）法制度 法制度上、民間事業者が維持管理することは可能な施設で

ある。 

なお、運営については、警察法第２条により、警察の責務が

定められており、その責務を任ずるため、同法第５５条に「警察

官その他所要の職員（一般職員）を置く」とあり、基本的には職

員以外の民間事業者等が警察業務を行うことはできない。 

ただし、警察署で行っている業務のうち、下記記載の業務に

ついては、民間業者に委託することができる。 

○ 違法駐車車両の確認と確認標章の取付けを行う「駐車監

視員制度」 
○ 違法駐車、事故車両及び刑事事件車両のレッカー車両に

よる「車両移動保管関係事務」 
○ 自動車保管場所証明事務における現地調査・データ入

力事務を行う「自動車保管場所証明事務の一部」 
ⅱ）公共性・公益性の担保 

 

ＰＦＩ方式を採用した場合においても、警察署は運営を民間

事業者に委ねることはできないほか、設計業務についても仕様

発注による条件が必要となり、委託業務は維持管理等に限られ

る。 

従って、PFI 手法で維持管理等を民間事業者が実施しても、

警察署の公共性・公益性は確保される。 

ⅲ）財政面 

 

ＰＦＩ方式を採用した場合、初期投資が不要となり、PFI 事業

期間中、毎年度、建設コストを含めたサービス料を支払うことに

より、財政支出の平準化を図ることができるが、長期間にわたる

財政負担が求められる。 

一方で、PFI 方式を採用しない場合は、財源として起債（充当

率 75％）を活用する予定であるので、一定程度の財政支出の

平準化は図れる。 

ⅳ）補助金適用面 施設整備に伴って適用できる国費による補助金はある。 

⑤ＰＦＩの適性はあるか 

 

ア 民間の経営上のノウハウ等の活用の余地 

運営面での民間事業者の創意工夫の余地は小さく、委託

可能な事業も施設維持管理等に限定される。大きな行政サー

ビスの向上は見込めず、ＰＦＩのメリットが小さいと考える。 

（１） 警察署は運営を民間事業者に委ねることはできない。ＰＦＩ

手法を導 

入したとしても、委託業務は維持管理等に限られる。 

（２） 警察署は、警察職員、一般来庁者及び被留置人の動線を

整理して 

建設されており、設計上の制約や特殊な配慮が必要である

ため、民間事業者に対しては詳細な仕様を作成することとな

り、仕様発注に近い発注内容となる。 



（３） 警察業務に関するセキュリティ機能が求められることから、

民間事業 

者にとってはリスクが高い業務となることから、民間事業者の

創意工夫の余地が少なく、民間事業者の参入の可能性は極

めて低いと考えられる。 

イ 維持管理・運営面の比重 

維持管理において民間事業者がサービス水準に差をつけ

る余地が小さく、調査から建設までと比較して事業内での比重

が低い。民間事業者の参入において有利とはいいがたいと考

える。 

ウ サービスの需要確保 

警察署は運営を民間事業者に委ねることはできず、ＰＦＩ手

法を導入したとしても、委託業務は維持管理等に限られる。 

館山警察署は、千葉県県有建物長寿命化計画にも位置付

けられており、今後８０年は長寿命化を図っていく施設である。

従って維持管理も長期間に渡り、安定したサービス需要の確

保が可能と考える。 

エ 事業成果の計測 

警察署の維持管理等については明確に事業成果を計測す

ることは可能だが、提供されるサービスの水準について、民間

事業者の創意工夫の余地が少なく、県が行う場合と差が出に

くいと考える。 

オ 民間事業者のリスクコントロール 

調査から建設までは通常の事務所ビル建設と同様のリスク

が想定されるため、リスクコントロールはしやすいと考えられる

が、維持管理業務は、警察業務に関するセキュリティ機能が求

められ、民間建築物には想定されないリスクを伴うため、民間

事業者側でのリスクコントロールがしにくい。 

（小括） 

サービスの需要は安定的・継続的に確保できると想定される

が、維持管理・運営面での創意工夫の余地が少なく、サービス

の大きな向上が見込めないことからＰＦＩのメリットが小さい。また

維持管理業務においては、機密性の極めて高い情報を取り扱

っており、警察業務に関するセキュリティ機能が求められること

から、民間事業者にとってはリスクが高い業務となる。 

さらに、提供されるサービスの性質上、ＰＦＩ事業の効果の評

価も難しく、県が行う場合と差が出にくいと考えられる。 

以上のことから、ＰＦＩの適性は低いと考える。 

⑥適切なＰＦＩ事業の範囲及び事業

方式等が想定されているか 

 

ア 事業範囲 

ＰＦＩ事業範囲としては、建物の設計、建設、竣工後の維持

管理業務等（施設・設備の保守、清掃）が想定される。 



 

イ 事業方式 

事業方式としては、警察署庁舎を行政財産として整理する

ことを考慮すると、建築後に所有権が県に帰属すべきと考える

ため、ＢＴＯ方式が想定される。 

 

ウ 事業形態 

事業形態については、収益性のあるサービス提供ではない

ため、サービス購入型が想定される。 

 

エ 事業期間 

事業期間は、内閣府の提供する「PPP/PFI 手法導入優先的

検討規程策定の手引」別紙４の簡易な検討の計算表の初期

値を使用し、２０年としている。 

なお、施設の耐用年数は、「千葉県公共施設等総合管理計

画」の鉄筋コンクリート造の目標使用年数より、８０年を想定し

ている。 

オ リスク分担 

リスク分担は千葉県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法活用ガイドライン等を参

考に行う。 

⑦他のＰＰＰ手法よりもＰＦＩが適して

いるか 

委託可能な業務は維持管理等に限定されることから、ＰＦＩ導

入を考えると、民間活用は適していない事業である。 

（その他特記事項）  

⑧総合的評価 

 

上記のとおり、サービス内容が庁舎維持管理業務に限定され

ることから、民間事業者が創意工夫できる部分があまりなく、参

入する余地が少ないため、ＰＦＩ適性が低い事業と判断される。

特に、警察業務に関するセキュリティ面で民間事業者にとって

はリスクが大きく、参入の障害となる可能性もある。 

簡易な VFM 検討の結果も４．２％と低い値となっており、コス

ト面でも有利であるとは言い難く、当県では、警察署庁舎整備

事業の先行事業にＰＦＩ導入効果を発揮した事例もない。 

なお、ＰＦＩ方式を導入した場合、供用開始が少なくとも２年は

遅れることからスケジュールにも問題がある。 

以上のことから、従来手法による事業実施を行うべきである。 
 

 


